
 建設業許可 Q&A  

 

Q 建設業許可を受けた後に、建設業者が行う必要な手続きは何が

あ 

りますか? 

A 建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。 

①毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告の提出が必要となりま

す。 

②許可の有効期間は 5 年間となりますので、有効期間の満了の日

の 30 日前までに更新申請が必要となります。 

③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30 日以内

に変更届の提出が必要となります。 

④経営業務管理責任者、令 3 条使用人、専任技術者が交替した場

合は、14 日以内に変更届の提出が必要となります。 

 

Q 建設業新規申請を行いたいが、建設業での役員経験者

がおらず建設業の技術者免状を持っている者もいません。

許可の可能性はありますか？ 

A 建設業他社にての役員経験者を雇うことや自社の方で

も確定申告書でカバーできることもあります。技術者も免



状に限らず実務経験でも可能です 

 

Q現在、社会保険未加入です。H29 年までに加入しないと

建設業更新できないとの噂を聞きます。真相を教えてくだ

さい。どうすればいいでしょう？ 

A  H24.11.1 の建設業更新から社会保険加入調査が伴って

います。更新の場合半年以内の加入が必要です。当事務所

は、社会保険加入についてもご相談に乗れますのでお気軽

にご相談ください。 

 

Ｑ 二都道府県以上で工事を請け負うのですが、大臣許可が

必要でしょうか？ 

Ａ 建設業を営む営業所の所在地が、本社のみであれば知事

許可、本社以外の道府県にも所在する場合は大臣許可となり

ます。 施工する現場の場所は関係ありませんので、知事許

可の事業者でも他道府県において施工することができます。

現場ごとに技術者を配置することは必要です。 

 

Ｑ 建設業には 「一般建設業」と「特定建設業」がありま

すがその違いは何ですか？ 



A 発注者から元請で仕事を受け、一次下請けに出す場合

の下請け金額の合計（消費税込み）が 3,000万円以上 

（建築一式は 4,500万円以上）になる場合は、特定建設業

が必要となります。特定建設業を取得するには直近の決算

で＊「特定の財務要件」を満たしていることが必要です。

また、業種によっては 1 級の免状資格者が必要となりま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 今年１０月に、建設業の許可を新しく取得しました

が、当社の決算月は３月です。建設業では決算終了後に変

更届を出す事になっているそうですが、来年の決算月から

の提出でよいのでしょうか。 

Ａ 決算変更届は、毎事業年度終了後４か月以内に許可を

お持ちの都道府県に提出するよう義務付けられています(建

設業法第１１条)申請に使用した建設業許可新規申請書の副

＊特定財務要件  

①資本金 2,000万円以上   

②流動比率 75％以上  

③欠損率 20％以下      

④純資産合計 4,000万円以上 



本をご覧ください。①工事経歴書 ②直前３年の工事施工

金額 ③財務諸表 が去年の決算に基づき作成されてお

り、申請書に添付されていれば現在の決算年分の変更届は

不要です。添付されていなければ今年の決算変更届を改め

て提出する必要があります。 

 

Ｑ 土木一式工事（土木工事業）や建築一式工事（建築工

事業）の許可を受けていれば、 単独で専門工事を請け負う

ことはできますか。 

Ａ 一式工事とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土

木工作物又は建築物を建設する工事であるため、各専門工

事の許可をもっていない場合は、500 万円以上（税込）の

専門工事を単独で請け負うことはできません。 例えば、建

築一式工事（建築工事業）の許可を受けていても単独で

500 万円以上（税込）の内装工事を請け負う場合は内装仕

上工事業の許可が必要となります。 

 

Ｑ 建築一式工事（建築工事業）の許可のみを受けている

ものが、建物の新築工事を請け負った場合、 その中に含ま

れる内装工事（500万円以上）に対して、別途内装仕上工

事業の許可が必要となりますか。 



Ａ 一式工事の中に含まれる専門工事の許可は必要ありま

せん。 しかし、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を

持った専門技術者を置くことが必要です。 自社で専門技術

者を置くことができない場合はその許可を持った建設業者

に当該工事を下請けに出すことになります。 建設業法第

26 条の 2( 

第 1 項) 

 

Ｑ リフォーム工事（内装仕上工事業）を請け負う際に電

気の配線を変えることになりました。それが 500万円（税

込）を超える場合、電気工事業の許可も必要となります

か。 

Ａ 附帯工事となるため必要ありません。建設業者は、許

可を受けた建設業に係る工事のほか、附帯する他の建設業

に係る工事（附帯工事）をも請け負うことができます。 附

帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じ

た他の従たる建設工事であり、 それ自体が独立の使用目的

になるものではない工事をいいます。建設業許可事務ガイ

ドラインより附帯工事を行う場合も当該付帯工事に関する

専門技術者を置かなければなりません。 自ら施工しない場



合はその許可を持った建設業者に施工させなければなりま

せん。（建設業法第 26 条の 2 第 2 項） 

 

Ｑ 軽微な工事（500 万未満）は建設業許可がなくとも請

け負うことは可能ですが下記の場合も軽微な工事の範囲と

なりますか？ 

Ａ 元請工期が長期間の場合で 500 万円未満の工事を請け

負った後に長期間の間を置いて再度 500 万円未満の工事を

請負い合計すると 500 万以上になる場合。工事の完成を二

つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代

金の合計とすることになっていることから軽微な工事とは

なりません。（建設業法施行令第 1 条の 2 の第 2 項） 

 

Ｑ 「・・・定期点検」「・・・保守」等の件名の工事が

ありますが、これらに従事した経験は、建設業法の実務経

験として認められますか。 

 

Ａ 単なる「…定期点検」「…保守」等は建設工事には該

当しません。ただし如何なる名義に関わらず、建設工事の

完成を目的として締結する契約は建設工事の請負契約とな

ります。件名で建設工事に該当するかしないかは判断する



ものではなく、発注者とどういった内容の契約をしたかで

判断されます。建設工事であれば実務経験として認められ

ます。 

 

Ｑ「実務経験」とはどのような経験を言うのでしょうか。 

Ａ 「実務経験」とは建設工事の施工に関する技術上のす

べての経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年

数は含まれません。建設工事の発注にあたって設計技術者

として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従

事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含め

て取り扱います。 

 

Ｑ 専任技術者の「専任」とはどういうことでしょうか。 

Ａ 「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職

務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場

合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対

する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、

これらの判断基準により専任性が認められる場合には、い

わゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱いま

す。次に掲げるような者は、原則として、「専任」のものと

はいえないものとして取り扱うものとします。 



① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離

にあり、丈識常通勤不可能な者 

② 他の営業所（他の建設業者の営業所を含む）において

専任を要する者 

③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引

主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要

することとされているもの（建設業において専任を要する

営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねてい

る場合ちにおいてその事務所等において専任を要するもの

を除く。） 

 

Ｑ １件の請負代金が 500万円未満の場合、建設業許可を

受けなくても工事ができると聞きました。工事費は 500万

円未満なのですが、材料費を合わせると 500万円を超えて

しまいます。その場合、建設業の許可は必要になるのでし

ょうか？ 

A 建設業の許可が必要になります。 

材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、合算

して 500 万円以上（建築一式工事の場合は 1500 万円以

上）となった場合は、建設業の許可が必要です。これは、



建設業法施工令第 1 条の２第３項「注文者が材料を提供す

る場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費

を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の

額とする。」の定めによるものです。要するに、材料費は

「自社で用意する」場合であっても、「注文者から提供さ

れる」場合であっても請負代金の額に含まれます。建設業

許可の要・不要など請負代金の額が問題となる場合には注

意が必要です。 

 

Ｑ 「専任技術者は現場に出てはいけない」といわれたの

ですが、専任技術者は、配置技術者を兼任することはでき

ないのですか？ 

Ａ 回答を言う前にまず建設業法の技術者の整理をしてみ

ましよう。  

①専任技術者…営業所に置かなければならない技術者 ⇒建

設業許可を取得・維持する上で必要です。⇒建設工事請負

契約の適正な締結や履行を確保するため、事務所に常駐し



なければならない。 

②配置技術者…現場に配置しなければならない技術者 ⇒工

事現場における建設工事施工の技術上の管理を行います。

⇒建設業許可をもつ業者はすべての工事現場に配置しなけ

ればなりません。 

③監理技術者…配置技術者のうち、特定建設業許可がなけ

れば受注できない工事に配置する技術者 

④主任技術者…配置技術者のうち、一般建設業許可で受注

できる工事に配置する技術者 ⇒監理技術者の資格を持つ方

も、このような工事には主任技術者として配置されます。 

⑤専門技術者…一式工事に含まれる専門工事、主たる工事

に附帯して受けた工事を自ら施工する場合に配置しなけれ

ばならない技術者 

【ポイント】 

●特定建設業許可がなければ受注できない工事とは、下請

工事を 3000 万円以上（建築一式は 4,500 万円）契約して

行う元請工事 

●配置技術者は次の場合、現場に専任で置かなければなら



ない⇒請負金額 2,500 万円以上（建築一式は 5,000 万円

以上）の公共性のある工事（戸建住宅以外はほぼ全て当て

はまります）結論として、営業所の専任技術者となってい

る方は原則、配置技術者とはなれません。（建設業の営業

をしていくためには最低２名の技術者がいなければいけな

いと言えます。） 

下記のような項目は行政庁より特に指摘をうける可能性が

高いです。 

①適正な配置技術者を配置しているか？ 

②営業所の専任技術者が現場に配置されてはいないか？ 

③現場への専任が求められる工事の配置技術者が他の現場

を兼ねていないか？ 

 


